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富山県告示第60号 

   指定管理者の指定について 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の２第３項の規定により次のとおり 

指定管理者を指定したので、富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関 

する条例（平成17年富山県条例第４号）第14条の規定により告示する。 

  平成27年２月16日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 公の施設の名称 

  富山県広域消防防災センター（四季防災館） 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  公益財団法人富山県消防協会 

  富山市花園町四丁目５番20号 

３ 指定の期間 

  平成27年４月１日から平成32年３月31日まで 
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富山県告示第61号 

   指定居宅サービス事業者の廃止の届出について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項に規定する指定居宅サービス 

事業者から同法第75条の規定により次のとおり廃止の届出があったので、同法第78 

条第２号の規定により公示する。 

  平成27年２月16日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

事業者 名称 株式会社永田メディカル  

サービスの種類 福祉用具貸与 

事業所 
 
 
 
 

名称 株式会社永田メディカル ヘルス事業部 

所在地 富山県高岡市問屋町12番地 

介護保険事業所番号 1670201902 

廃止年月日 平成27年２月28日 

 

事業者 名称 株式会社永田メディカル 

サービスの種類 特定福祉用具販売 

事業所 
 
 
 
 

名称 株式会社永田メディカル ヘルス事業部 

所在地 富山県高岡市問屋町12番地 

介護保険事業所番号 1670201902 

廃止年月日 平成27年２月28日 

 

 

富山県告示第62号 

   指定介護予防サービス事業者の廃止の届出について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項に規定する指定介護予防サー 

ビス事業者から同法第 115条の５の規定により次のとおり廃止の届出があったので、 

同法第 115条の10第２号の規定により公示する。 

  平成27年２月16日 

                    富山県知事 石  井    一  
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事業者 名称 株式会社永田メディカル  

サービスの種類 介護予防福祉用具貸与 

事業所 
 
 
 
 

名称 株式会社永田メディカル ヘルス事業部 

所在地 富山県高岡市問屋町12番地 

介護保険事業所番号 1670201902 

廃止年月日 平成27年２月28日 

 

事業者 名称 株式会社永田メディカル 

サービスの種類 特定介護予防福祉用具販売 

事業所 
 
 
 
 

名称 株式会社永田メディカル ヘルス事業部 

所在地 富山県高岡市問屋町12番地 

介護保険事業所番号 1670201902 

廃止年月日 平成27年２月28日 

 

 

富山県告示第63号 

   廃川敷地等の発生について 

 次のとおり廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和40年政令第14号）第49 

条の規定により公示する。 

 なお、関係図書は富山県土木部河川課及び富山県新川土木センターに備え置いて 

縦覧に供する。 

  平成27年２月16日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 河川の名称 

  二級河川黒瀬川水系黒瀬川 

２ 廃川敷地等が生じた年月日 

  平成27年２月16日 

３ 廃川敷地等の位置 

  黒部市前沢字中田93番８ 
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４ 廃川敷地等の種類及び数量 

  土地 6.16平方メートル 
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土地改良区の役員の就任 

 小矢部川上流用水土地改良区の役員に次の者が平成27年２月４日就任した旨届出 

があったので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により公 

告する。 

  平成27年２月16日 

                    富山県知事 石  井    一  

  職 名   氏   名       住     所 

  理 事  鵜 野 伊 忠   南砺市土生新 205番地 

 

 

公共測量の終了 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規 

定により、高岡市長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同 

条第３項の規定により公示する。 

  平成27年２月16日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 作業種類 

  公共測量（デジタル撮影、写真地図作成） 

２ 作業期間 

  平成26年８月26日から平成26年12月26日まで 

３ 作業地域 

  高岡市全域 
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